
 県中小企業制度資金 

起 業 家 支 援 保 証 
 

 県内で新たに事業を始められる方や独立開業される方を対象とした融資制度として、

「起業家支援保証」を設けておりますので、ご利用ください。 

＜一般枠＞ 

■ 対 象 者 

 ア 創業者 

県内で新たに事業を開始しようとする方（開業して５年未満の方を含む。）であっ

て、具体的事業計画を有するとともに、客観的にみて事業に着手していることが明らか

である方。 

 イ 事業継承者・第二創業者 

既に中小企業者である方から事業を継承する方又は既に中小企業者であって、新た

な分野の事業に進出しようとする事業承継者の方。 

 ウ 独立開業者 

同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が３年以上でその経験を有する事業を

新たに開始しようとする方（開業して５年未満の方を含む。）、又は、法律に基づく資

格を有する場合でその資格に基づく事業を新たに開始しようとする方（開業して５年未

満の方を含む。）。 

 エ ベンチャー企業 

新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事業を開始した時から

概ね５年未満の方。 

■ 融資限度 

運転資金・設備資金２，０００万円（併用時は２，０００万円限度） 

  但し、創業者については自己資金の5倍を限度とします。 

（※強化法、旧産業再生法の承認や特許等がある場合 ５，０００万円） 

■ 融資期間 １０年以内（据置１年以内） 

■ 融資利率 金融機関所定利率 

■ 保 証 料 必ず信用保証協会の保証付きとなります。（責任共有制度対象） 

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

信用保証料率 1.05% 0.95% 0.80% 0.65% 0.55% 0.50% 0.40% 0.20% 0.05% 

■ 担  保  審査により担保が必要となる場合があります。 

■ 保 証 人 法人 原則として１名以上 

個人 必要により（原則第三者保証人は不要） 

■ 申込み先 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組

合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会

津よつば農業協同組合） 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。 



＜創業関連保証枠＞ 

 ■ 対 象 者 

産業競争力強化法（平成25年法律第98号。以下「法」という。）に定める創業者又

は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。 

ア 事業を営んでいない個人であって、１月以内（法第２条第３１項第1号に規定す

る認定特定創業支援事業（以下、「認定特定創業支援事業」という。）により経

済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、

６月以内）に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。 

イ 事業を営んでいない個人であって、２月以内（認定特定創業支援事業により経

済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、

６月以内）に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有す

る者。 

ウ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施し

つつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社

が事業を開始する具体的な計画を有する者。 

エ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後５年を経過していない者。 

オ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年

を経過していない者。 

カ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施し

つつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していない

者。 

キ 上記エに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの（以下、会社設立

創業者という）が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させ

るときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して５年を経過して

いない者。 

  ■ 融資限度 運転資金・設備資金３，５００万円（併用時は３，５００万円限度） 

■ 融資期間 １０年以内（据置１年以内を含む） 

  ■ 融資利率 金融機関所定利率 

 ■ 保 証 料 ０．３５％（責任共有制度対象外で100％保証） 

 ■ 担  保  無担保 

 ■ 保 証 人 法人 原則として１名以上 

個人 原則不要 

 ■ 申込み先 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来、農業協

同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合

及び会津よつば農業協同組合） 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。 

 

 

 



＜スタートアップ創出促進保証枠＞ 

 ■ 対 象 者 

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。 

ア 事業を営んでいない個人であって、２月以内（認定特定創業支援等事業により経済産業

省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、６月以内）

に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの（産業競争

力強化法（平成２５年法律第９８号）（以下「法」という。）第２条第３１項第３号）。 

イ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新

たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始

する具体的計画を有するもの（法第２条第３１項第５号）。 

ウ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過

していないもの（法第２条第３１項第４号）。 

エ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新

たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していないもの（法第２条

第２９項第６号）。 

オ 法第２条第３１項第２号に規定する創業者（事業を営んでいない個人が事業を

開始した日以後５年を経過していないもの）であって新たに会社（中小企業者に

限る。）を設立したもの（以下「会社設立創業者」という。）が、事業の譲渡に

より事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創

業者が事業を開始した日から起算して５年を経過していないとして、同条第３１

項第４号に掲げる創業者とみなされるもの（法第１２９条第２項）。 

   

  ■ 融資限度 運転資金・設備資金３，５００万円（併用時は３，５００万円限度） 

 ■ 融資期間 １０年以内（据置１年以内を含む） 

         申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行

する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置

期間を３年以内とする。 

  ■ 融資利率 金融機関所定利率 

 ■ 保 証 料 ０．５５％（責任共有制度対象外で100％保証） 

 ■ 担  保  無担保 

 ■ 保 証 人 徴求しない 

 ■ 申込み先 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来、農業協

同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合

及び会津よつば農業協同組合） 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。 

  ＜問い合わせ先＞ 
   県庁 商工労働部 経営金融課 
   電話 ０２４－５２１－７２６２  ＦＡＸ ０２４－５２１－７９３１ 
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 福島県中小企業制度資金 で検索してください。 

 


